
第４回新型コロナウイルス危機対策本部員会議 

次 第 

日時 令和２年２月２８日（金） 

                   １２時１５分～ 

場所 消防局庁舎３階 危機管理センター 

                   災害対策室（本部員会議室）

１ 開 会 

２ 議 題  

（１） 市立小・中・高等・中等教育学校の臨時休業について

（２） その他

３ 本部長指示 

４ 閉 会 

配布資料 

１ 次第 

２ 資料１…新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業について 

３ 本部長指示 



令和２年２月２８日 

市立各小・中・高等・中等教育学校長 様

教 育 長 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業について

令和２年２月２８日付け文部科学省通知を受け、市立各小・中・高等・中等教育学校において、下記のと

おり臨時休業とします。

ついては、各学校において、別添通知により保護者に周知願います。

記

１ 臨時休業期間

令和２年３月２日（月）から３月１３日（金）

なお、令和２年３月１６日（月）以降については、新型コロナウイルス感染症の流行状況等を見極めた

上で判断し、期間を延長する場合、別途お知らせします。

２ 卒業式

予定の期日に、卒業生、学校職員で実施します。

３ その他

（１） 高校入試の実施について、実技検査・面接は３月２日（月）、追検査は３月４日（水）、入学許可

候補者発表３月９日（月）に予定どおり実施する。

（２） 児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることの

ないよう、可能な限り、家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じるなど配慮する。

（３） 学校給食の取扱いについては、別添通知による。

（４） 臨時休業期間における生徒指導については、別添通知による。

（５） 小学校の児童及び中学校の特別支援学級に在籍する生徒のうち、児童生徒が自宅等で過ごすこと

が適当でないと考えられる場合（例：保護者等が就業しており、仕事を休めない場合）は、現状で

児童生徒を受け入れる施設の目途が立っていないことを踏まえて、受け入れ先がない者を、児童生

徒が在籍する学校施設で受け入れる。

なお、受け入れる時間帯は、通常の学校における在校時間の範囲内とし、送迎及び昼食について

は保護者が責任を持つこととする。また、学校での受け入れ終了後に放課後児童クラブに行く場合

は、通常の通所方法とする。

（６） 部活動等については、臨時休業期間中は中止とする。

担 当 指導１課 幼・小学校教育係

電話 ８２９－１６６０  

高校教育課高校教育係  

電話 ８２９－１６７１  

特 別 支 援 教 育 室  

電話 ８２９－１６６７  
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令和２年２月２８日 

保 護 者 様 

さいたま市教育委員会教育長  

さいたま市立    学校長  

新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業について 

令和２年２月２８日付け文部科学省通知を受け、下記のとおり臨時休業することを決定しま

した。 

家庭での生活については、下記について充分留意して過ごされるよう、御協力をお願いいた

します。 

記 

１ 期間    ３月２日（月）～ ３月１３日（金） 

学校再開については、新型コロナウイルス感染症の流行状況等を見極めた上での判断とな

り、期間が延長される場合は、学校安心メールや電話等で改めてお知らせします。 

２ 健康観察 

お子様の体温の測定は臨時休校中も毎日実施していただき、健康状態を確認してください。

また、お子様に風邪様症状が出た場合は、かかりつけの医療機関へ連絡して指示に従い、マ

スクの使用など他の受診者への感染拡大防止に配慮の上受診してください。 

３ 休校期間中の過ごし方 

お子様は原則として外出をせず、家の中で過ごすよう指導してください。やむを得ない理

由により外出する場合は、人ごみを避け、帰宅後は手洗い等を徹底するよう指導してくださ

い。また、学校から指示された学習課題に、計画的に取り組ませてください。 

４ 事故防止 

事故等が発生した場合には、直ちに警察、学校等に連絡するようお願いします。 

５ お子様の受け入れ 

小学校の児童及び中学校の特別支援学級に在籍する生徒のうち、お子様が自宅等で過ごす

ことが適当でないと考えられる場合（例：保護者等が就業しており、仕事を休めない場合）

は、現状でお子様を受け入れる施設の目途が立っていないことを踏まえて、受け入れ先がな

い者を、お子様が在籍する学校施設で受け入れます。 

なお、時間帯は、通常の学校における在校時間の範囲内とし、送迎及び昼食については保

護者が責任を持つこととします。また、学校での受け入れ終了後に放課後児童クラブに行く

場合は、通常の通所方法とします。 

６ 学校の連絡先 

臨時休校中の学校との連絡は、以下の方法でお願いします。 

 学校の電話     （                        ） 

 学校のＦＡＸ    （                        ） 

 学校のＨＰアドレス （                        ） 



本部長指示事項 

１ ３月２日より１３日までの間、小学校、中学校及び高等学校等に

おいて一斉臨時休業します。その際、保護者・児童・生徒等に混

乱が生じないよう、関係部局は連携し、準備に万全を期すこと 

また、小学校の児童及び中学校の特別支援学級に在籍している

生徒のうち保護者が面倒を見ることができない児童生徒につい

て、課業時間は、当該学校において預かること 

２ 学校の休業に伴い、子どもの養育のため、職員の休暇が見込まれ

る。市民サービスの低下につながらないよう、各局・区について

は、人員の状況を把握し、適正な業務の執行に努めること 

３ 本市の市民利用施設については、３月１５日までの間、原則休止

とすること 

４ 市民及び職員に対する手洗い、咳エチケットといった基本的な

感染症対策の周知徹底に加え、正確な情報を引き続き市民に発

信すること 


